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石川 雄章 
    
１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 
日本の首都圏における環状道路整備の遅れは、経

済的損失だけでなく都市環境の悪化を引き起こして

いる。道路整備により、一部の地域では確かに環境

は現在よりも悪化するが、首都圏全体で見れば環境

は改善されるだろう。このような課題を解決するた

めに、圏域全体の最適解と地域的な最適解をいかに

両立するか、決定した計画をいかに実現するか、と

いった合意形成の仕組みが必要とされている。 
 これまでに、広域的な道路計画を構想から事業化

していく一連の手続きについて、計画決定とパブリ

ック・インボルブメント（ＰＩ）という行為に着目

して、イギリス、フランス、ドイツ（以下、欧州３

カ国）の道路計画制度と運用について整理をした１－

３）。また、欧州３カ国の合意形成システムを比較研

究し、共通性や独自性を見出すことにより、日本に

おける道路計画設計の課題を整理した４）。 
 本論文では、これらの研究成果に基づき、日本の

道路計画におけるＰＩの位置付けと今後の課題に焦

点を当てて紹介する。具体的には、道路計画制度の

基本的な構造とＰＩの位置付けを明らかにする。ま

た、日本の道路計画制度の課題とその対応を整理す

る。さらに、新しい道路計画制度を設計し、社会化

していく際の課題について述べる。 
 

２２２２．．．．道路計画制度道路計画制度道路計画制度道路計画制度のののの基本的基本的基本的基本的なななな構造構造構造構造    

 まず、欧州３カ国及び日本の道路計画制度に共通

する「基本的な構造」について述べる。 
２．１ ３段階の計画決定 
計画決定は、構想段階、概略計画段階、詳細計画

段階の３つの段階からなる。構想段階では全国的な

レベルでの交通或いは道路網の計画、各路線の事業

プライオリティを、概略計画段階では広域的なレベ

ルで概略のルートや道路構造を、詳細計画段階では

即地的な図面で事業実施を前提とした詳細な道路構

造及び道路区域を定めている。このことは、精度が

詳細になるだけでなく、必要性を示す「政策立案」

から、「機能設計」である概略計画を経て、即地的な

「構造設計」である詳細計画に、段階的に計画の持

つ意味が変わることを意味する。 
 
２．２ 計画の評価システムとしてのＰＩ 
ＰＩは、計画の正当性・妥当性を高めるため、計

画原案から計画決定に至る手続きのなかで事業者が

計画原案に市民等の意見を反映しようとする行為で

あり、図１のように、計画案を評価・改善するため

のＰＤＣＡ＝Ｐ(plan)Ｄ(do)Ｃ(check)Ａ(action)と捉
えることができる。その際、Planは発議・告知＝原
案を作成し市民に計画案の内容を発表すること、Do
は意見収集・討議＝計画案に対する市民等の意見を

収集し必要な場合には討議すること、Check は分
析・提案＝これらの結果を踏まえて計画案の修正を

行い最適な計画案を代替案とともに計画決定権者に

報告すること、Actionは計画決定＝計画決定権者が
計画内容を決定し次の段階に進む手続きをとること

である。 
 

２．３ 道路計画制度の仕組み 
道路計画の手続きは、計画原案→ＰＩ→計画決定

→より詳細な計画原案→ＰＩ→計画決定・・→事業

化といった連続的な“流れ”となっており、道路計

画制度は、各段階の計画決定を接点として、計画決

定とＰＩとが統合された仕組みである。このため、

計画決定とＰＩの構成要素を定義することで計画制

度の骨格が決まる。なお、その根拠については、計

画決定は道路関連法令の一連として規定し、ＰＩは

各国の社会的・制度的背景を踏まえて規定している。 
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３３３３．．．．日本日本日本日本のののの道路計画制度道路計画制度道路計画制度道路計画制度のののの課題課題課題課題とととと対応対応対応対応    

欧州３カ国と日本の道路計画制度を比較し、日本

の道路計画制度の課題を明らかにする。 
３．１ 道路計画の比較 
 欧州３カ国と日本の道路計画の流れを図２に示す。

この図を見ると、日本では、実質的には段階的な決

定プロセスを経ているにも関わらず、概略計画段階

の手続きが行政内部の手続きであったため、社会的

には段階的な決定プロセスとして認識されていなか

ったことがわかる。例えば、市民や関係者に対して

計画決定内容の妥当性の説明はあっても、計画を決

定するに至った選択肢や検討内容についての説明は

行政内部に止まり公表されてこなかった。また、意

思決定主体と事業実施主体が同一であること、市民

の意見が計画に反映されないこと等により、検討内

容や判断の客観性や妥当性に疑念が生じ社会的な認

知が得られない場合もあった。 
このため今後は、計画の説明責任を全うし、情報

公開を基本として、段階的な計画決定、判断基準や

選択肢等の検討内容の十分な説明、社会的認知を得

るための手続きといった道路計画制度全体の設計が

必要となる。 
 
３．２ 概略計画段階における課題 
３．１より、概略計画段階の計画決定までの手続

きが行政内部のみで行われてきたことが重要な問題

であることがわかった。ここでは、概略計画段階に

焦点をあてて課題を整理する。 
 

（Ａ）概略計画段階の計画決定の制度化 
日本では、概略計画段階の計画決定の法的位置付

けが明らかでなく、具体的ルートが行政の内部資料

にとどまっている。このため、計画決定の手続きを

制度化し内容を公表することが有効である。以下に

日本の現在の課題と対応の方向を示す。 
1) 概略計画段階の決定の根拠が曖昧で計画内容が
社会的認知を得ていないため、計画決定の法令上

の位置付け及び社会的認知を得る手続きを確立

する。 
2) 計画決定者が道路局長であることが計画決定の
効力を弱める一因となっているため、決定の効力

を考慮して計画決定者を定め、現場の役割と手続

きを定める。 
3) 詳細計画段階で初めて具体的ルートが示され必
要性の議論にまで遡ることが見受けられるため、

概略計画の内容を示しＰＩを行うことを前提と

して、決定した計画は原則見直さないことをルー

ル化する。 
4) 判断基準が技術的根拠に偏りがちであるため、多
様な価値観を踏まえて判断できるよう、計画案に

市民の意見を採り入れる手続き、計画案の前提条

件や判断基準等を確立する。 
（Ｂ）概略計画段階のＰＩの制度設計 
欧州の事例等を参考にＰＩを導入することが有

効だと思われる。以下に、欧州３カ国に共通する考

え方と日本の対応の方向を示す。 
1) 欧州では、概略計画段階では事業の必要性を確
認し市民の意見を入手するために、詳細計画段

階では個人に意見提出の機会を与え個人の権

利と公共の利益とを調整するために、ＰＩが行

われる。日本では、ＰＩの目的を明確化し組織

内で共有化した上で、これまで内部的に行って

きた手続きを開かれた制度として再構築する。 
2) 欧州では、ＰＩは発議から計画決定までの手順
や情報の取り扱いがルール化されている。日本

では、ＰＩの手順、情報の取り扱い等、基本的

なルールを確立し、案件毎に手続きの妥当性が

問題にならないようにする。 
3) 欧州では、概略計画段階では事業主体が発議～

図１ 道路計画制度の基本構造 
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提案までを行い、ＰＩの運営には第三者機関等

が関与している。詳細計画段階では発議・告知

は事業主体が行うが、これ以外の手続きは事業

主体以外の中立的な第三者が行っている。日本

では、中立性、専門性などに配慮しつつ、事業

主体や関連する主体の役割を明確化する。 
4) 欧州では、情報公開を前提として、概略計画段
階では幅広い意見を聴取するが個別に回答は

行わない。詳細計画段階では意見に対して個々

に回答する。日本では、都市計画など既存の関

連制度との整合を取りながら、現場の状況に応

じたＰＩの方法が選択できるようにする。 
5) 欧州では、ＰＩに要する期間は、概略計画段階
では発議から大臣報告まで約４ヶ月、詳細計画

段階では発議から大臣報告まで約１年余り、を

標準的な期間としている。日本では、意見を聴

取するのに必要十分な時間を考慮した上で、速

やかに計画決定が行われるよう継続的に手続

きを改善する。 
 
４４４４．．．．日本日本日本日本のののの道路計画制度道路計画制度道路計画制度道路計画制度へのへのへのへの反映反映反映反映    

本研究で収集整理した欧州各国の資料及び本研究

の分析結果は、国土交通省が設置した道路計画合意

形成研究会の提言「道路計画における新たな計画決

定プロセスのあり方について」５）（平成 13年 10月）
（以下、研究会提言）、国土交通省道路局の「市民参

画型道路計画プロセスのガイドライン」６）（平成 14
年 8月）（以下、ガイドライン）に活用されている。 
研究会提言では、表１のように、「わが国の計画決

定プロセスに関する課題」、「今後の計画決定プロセ

スに関する基本的考え方」、「構想段階における新た

な計画決定プロセスの提案」について、本研究結果

が反映されている。加えて、日本の制度への具体的

な適用方法についても言及されている。しかし、「Ｐ

Ｉの目的と概要」については、「今後の計画決定プロ

セスに関する基本的な考え方」の中で触れてはいる

が十分には反映されていない。 
一方、ガイドラインは、研究会提言を踏まえて“さ

らに具体的な運用を示すべく”策定されたため、本

研究の欧州の実例を参考に日本の実状に合わせた

「概略計画検討の流れ」や「計画の評価」など具体

的な適用方法が提案されている。さらに、研究会提

言では十分には反映されていない「ＰＩの目的と概

要」について言及されている。 
現在では、この「研究会提言」「ガイドライン」等

を踏まえた制度や運用の改善が現場で始まっている。
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図２ 欧州３カ国及び日本の道路計画の流れ 
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今後、ＰＩに関する事例の蓄積が制度の改善につな

がることが期待される。 

 

５５５５．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

最後に、欧州３カ国の独自性の根底にある「同じ

ような問題意識」とその対処法に着目し、日本の道

路計画制度を設計する際に学ぶべき点及び社会化し

ていく際の課題について述べる。 

（１）誰がどのように決めるのか 

選挙で選ばれた者が決定権限を持つことが妥当と

思われるが、現実的には、その権限を委任するため

のルールの確立が重要である。その際の協力者は、

行政機関だけでなく、ＮＰＯや大学など様々な機関

が役割を担う可能性がある。 
（２）いかにして計画の実効性を担保するのか 

法令等の制度面を整備するとともに、決定内容が

社会的認知を得る、守らない場合にペナルティが機

能するなど、適切な運用を積み重ねることが必要で

ある。 

（３）市民はいかに対応すべきか 

計画決定は、計画の公共性が私権を優越すること

を決定する意味を持つ。このため、行政が制度を整

備し適切に運用することを前提として、市民が意思

決定を行う一員であることを自覚し、決定過程に主

体的に関与し、結果に責任を持って対応することが

望まれる。 

（４）社会システムをどうするか 

行政や市民の取り組みに加え、情報の信頼性を担

保する主体、関係者の建設的な議論を導く方法とそ

れを担う人材、それらに要する費用を負担する仕組

み等の市民参加を支える社会システムを構築し運用

実績を積み重ねることが課題となる。 

（５）実現に向けて 

このような社会を実現するためには、将来ビジョ

ンを描いて社会的な合意を取り付け、行政だけでな

く市民や企業、ＮＰＯなど多様な主体が参画し、人

やお金や知識などの資源を総合的・計画的に投入し

継続的に取り組むことが不可欠と思われる。 
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道路計画研究会提言 対応 本研究の分析の視点等 

1.我が国の計画決定プロセスに関する課題 ○ 全般 

2.欧米諸国の計画決定プロセスについて ○ 全般 

3.今後の計画決定プロセスに関する基本的な考

え方 

  

(1)構想段階の位置づけの明確化 ○ 道路計画制度の基本構造の検証 

＋都市マスタープランへの位置付け ？ ＰＩの目的と概要 

 ○ 法律的な根拠とその効用 

(2)構想段階におけるＰＩプロセスの導入 ○ ＰＩ実施主体と関係者 

＋第三者機関の構成員、ＰＩに要する予算措置 ＋  

(3)構想段階における計画見直し手続きの明確化 ○ 計画決定を見直す際の考え方 

＋整備しない案の採択＝事業中止 ○ ＰＩの際の公表内容 

4.構想段階における新たな計画決定プロセスの

提案 

  

(1)構想段階における計画決定内容 ○ 計画決定の内容、 

 ○ 法律的な根拠とその効用 

 ○ 計画決定者とその協力者 

 ○ 計画決定の際に考慮すべき事項 

(2)ＰＩ（市民参画）プロセスの内容 ○ ＰＩプロセスの手順 

＋第三者機関の構成員 ○ ＰＩ実施主体と関係者 

 ○ コミュニケーションの方法 

 ○ ＰＩの所要期間 

(3)新たな計画決定プロセスの適用事業  触れていない。 

＋適用事業の考え方 ＋  

5.新たな計画決定プロセスの当面の運用方針 ○ 法律的な根拠とその効用 

＋将来の法制化、ガイドライン，ＤＢ等の支援 ＋  

（注１）「対応」の欄に「○」は研究と同様の内容、「＋」は研究よりも具体的な提案がなさ

れたもの、「？」は表現が不明確なもの、を示している。 

（注２）「対応」欄が「○」及び「？」については「本研究の分析の視点等」の欄に本研究

の項目名を、「＋」については「道路計画研究会提言」の欄に研究会提言の内容を記

載している。 

 

表１ 道路計画合意形成研究会提言における 
本研究の反映状況 






